
 
 

鹿児島市すこやか子育て交流館高圧気中開閉器取替等業務委託 仕様書 

 

１ 対象業務名 

  鹿児島市すこやか子育て交流館高圧気中開閉器取替等業務 

 

２ 履行期限 

  令和７年１２月１９日 

 

３ 履行場所 

  鹿児島市すこやか子育て交流館 

  鹿児島市与次郎一丁目１０番１７号 

 

４ 業務内容 

次の各号に掲げる業務を実施すること。 

（１） 高圧気中開閉器（常用）の取替 

施工に関する品名等については、下記参照のこと。 

品名 規格 数量 単位 

区分開閉器（高圧気中開閉

器） 

PAS（国交省・全関仕様） 

7.2kV 200A 方向性 モールド型 

VT・LA内蔵  

１ 台 

接続材及び分岐カバー  ３ 組 

雑材・消耗品  １ 式 

電工労務費  １ 式 

高所作業車  １ 台 

竣工検査費 絶縁耐力試験、保護継電器試験 １ 式 

電力申請費  １ 式 

報告書作成費  １ 式 

諸経費（法定福利費含む）  １ 式 

（２）変圧器絶縁油の入替 

   変圧器 1φ3W  75ｋVA(油量： 76L) × 1 台 

   変圧器 3φ3W 200ｋVA(油量：165L) × 1 台 

（３）既存機器及び廃棄物の処分 

   既存機器及び本業務により発生した廃棄物等は、受注者が関係法令に従い適切に処

分することとし、処分したことがわかる報告書等を提出すること。 

 

５ 遵守事項 

（１）一般的事項 

  ① 受注者は、人身事故、災害又は、第三者に損害を与える事故が発生した場合は、

応急処置を講ずるとともに、事故発生原因、経過及び事故による被害の内容等につ

いて遅滞なく発注者に報告すること。もし、第三者及び従事者に損害が生じたとき



 
 

は、受注者の負担によって、これを保障すること。 

  ② 受注者は、作業現場に安全管理者を配置し、作業箇所に関する巡視、点検を行

い、安全確保に努めること。 

  ③ 受注者は、仕様書に疑義が生じた場合はすべて発注者と協議し、その指示に従わ

なければならない。また、仕様書に明記していなくとも、履行上当然に必要と認め

られる事項は、発注者の指示を受け、受注者負担で実施すること。 

（２）業務関係事項 

  ① 上記２に示す履行期限までに全ての事項を終了すること。 

② 本業務の履行において、既存の設備や建物等に損傷等を与えないように留意する

こと。損傷等を与えた場合は、速やかに発注者に連絡のうえ、原形に復旧するこ

と。 

  ③ 関係機関等への必要な申請等は受注者が行うこととし、その際の費用については

受注者の負担とする。 

④ 設置等完了後には、完成図書（仕様明細、報告書等）、緊急時の対応及び連絡先

等を記した書面等を納入すること。 

⑤ 本業務には、高圧回路の停電・復電に伴う操作及び作業範囲の安全確認、短絡設

置器具取付等の作業を含むものとする。 

⑥ 本業務の履行においては、高圧受配電設備についての専門的知識・技術を要する

技術員にて実施すること。 

⑦ 停電・復電操作については、電気主任技術者立ち合いのもと実施すること。 

（３）その他事項 

  ① 契約締結後、速やかに鹿児島市すこやか子育て交流館と打合せ、業務日程表を作

成し、提出すること。 

  ② 作業は鹿児島市すこやか子育て交流館と打合せのうえ、施設の運営に支障がない

よう留意すること。 

  ③ 発注者から業務に関する資料等の提出を求められた際は、これに応ずるものとす

る。 

  ④ 本業務の対象範囲外であっても、業務実施中に、機器等について、異常やその兆

しを確認した場合には、速やかに発注者にその内容の報告や改善、対策の提案をす

ること。 

  ⑤ 作業準備等のため施設内に出入りする際は、担当者にあらかじめ申し出ることと

し、連絡体制を密にするほか、退出時には現場の整理整頓を徹底すること。 

  ⑥ その他、施工時に関し疑義が生じた場合は、事前に発注者と協議すること。 


